
今回は、学習塾を経営する事業所得者が、長年所
得税等を申告していなかったことにつき、７年遡及
して重加算税賦課決定処分がなされた事案を基に、
重加算税の「隠蔽仮装」要件(通法68②)及び決定の
期間制限の例外規定が発動する「偽りその他不正の
行為」要件(同70⑤）について検討します。本件納
税者Xは、所得があったにもかかわらず長年所得税
等の申告をしておらず、また、その期間中に市役所
市民税課からの所得状況に係るお尋ねに対して「課
税される所得がなく、預貯金で生活していた」旨を
回答するほか、同市の国民健康保険料所得申告書に
も「失業・廃業していたため収入が全くなかった」
などと記した書類を提出していました。その後、所
轄税務署の税務調査を受けたことに伴いXが過去5年
分の期限後申告に応じたところ、所轄税務署長は更
に2年遡った年分についての決定処分を行い、全7年
分の重加算税賦課決定処分を行った事案です。
重加算税賦課について判例は、納税者が、①当初

から法定申告期限までに納税申告書を提出しないこ
とを意図し、②その意図を外部からもうかがい得る
特段の行動をした上、③その意図に基づき法定申告
期限までに納税申告書を提出しなかったような場合
には、重加算税の賦課要件が満たされるとするとこ
ろ（最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決・民集49
巻4号1193頁等）、本件では税務当局とは異なる市
役所に虚偽の報告をしていたことが②の行動に該当
するかなどが争われました。Xとしては、所得税等
の逋脱の意図はなく、市への虚偽報告は所得税等を
逋脱するための客観的手段ではないと主張したので
すが、かような主張は認められるのでしょうか？
日々租税実務に携わる方にとっては「何となく重

加算税が課されそうだな…」と思う事案かもしれま
せんが、その直感を裏付ける十分な法的論拠を説明
できるでしょうか？今回のスタンダードゼミでは、
「隠蔽仮装」や「偽りその他不正の行為」の要件に
ついて深く検討してみましょう！

市役所市民税課への虚偽報告と
重加算税賦課決定・7年遡及課税の関係性

東京高裁令和3年4月28日判決

http://bit.ly/116s-yes

第97回 スタンダードゼミ

都内会場予定（コロナ情勢に応じて決定）

未定（決定次第HP等でご案内いたします）

令和3年12月11日(土)

(スタンダードゼミ)

東京都世田谷区松原1-20-14-103

TEL: 03-6304-7491

H P: https://fulcrumtax.net/

E-mail:  jimu@ful-crum.info

コロナ対策として、十分な換気と座席間隔確保を徹底するほか、会場入口
でのアルコール消毒と検温を実施しています。会場ではマスクの着用をお
願い致します。コロナ情勢に応じて研究会の日程や会場等を急遽変更する
場合もございますので、HP等のご確認も重ねてお願い致します。

通信ファルクラム会員募集
租税法研究会をweb/DVDにて受講する通信制度です。研究会当日の
ライブ中継にもご参加いただけます。学習用動画もご覧いただけます。

一般社団法人ファルクラム

次回 第117回スタンダードゼミ：令和6年7月6日(土)
会場やテーマは決まり次第ＨＰにてご案内いたします。

都内会場＋同時web中継 (会場未定)

令和6年6月8日(土)

第 116 回

向上

(訟月69巻9号970頁）

15:30～18:00

ファルクラムでは研究会の模様をzoomにてリアルタイム
にweb中継しています。web視聴メンバーでのグループ
ディスカッションやコメント発表もできます！

zoomにてリアルタイム中継！

租税法研究会(ゼミコース)

は大学院のゼミのようなス
タイルで、会員による裁判
例の発表を基に講師の酒井
教授を交えてグループディ
スカッションをしながら最
新の税務や重要裁判例を習
得し、実務に通じるアウト
プットを図る研究会です。
条文や判例の読み方、法律
的主張の構成を学び、リー
ガルマインド力の向上を目
指します。

・租税法研究会の無料参加：
年８回開催・欠席時は後日映像配信

・公開セミナーの無料参加：
年２回開催

・酒井教授の学習用動画：
年12回配信

・会費
初回登録料：55,000円（税込）
月会費：16,500円（税込）

その他のコースとして、web形式のレク
チャーコースや、租税法入門講座プレッ
プ・ファルクラムなど多数の講座があり
ます（会費別途）。

Web会員 初回登録料：11,000円 月会費：11,000円
DVD会員 初回登録料：55,000円 月会費：16,500円 （すべて税込）

会場未定

決まり次第発表いたします


